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橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託 

特記仕様書 

１．適用範囲 

本特記仕様書は、「令和４年度甲府市橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託」（以下「本業務」と

いう。）に適用する。なお、この特記仕様書に定めなき事項については、山梨県県土整備部共通仕

様書に準拠すること。 

 

２．業務の目的 

本業務は、平成２５年１０月に策定し、平成２７年２月に見直しを行った「甲府市橋梁長寿命

化修繕計画」（以下、長寿命化修繕計画）を基に、最新の点検結果や修繕実績、新技術等の活用検

討を反映し橋梁長寿命化計画の更新を行うことによって、橋の長寿命化と橋の修繕・掛替えに係

る費用の縮減、年度間費用を平準化することを目的とする。 

 

３．業務内容 

長寿命化修繕計画の進捗状況を確認し、対象橋梁（市道橋 570 橋）の最新の点検・診断結果や

修繕実績を反映したうえで、過年度に策定した長寿命化修繕計画の基本方針に基づき対象橋梁を

設定し再整理を行う。今後の維持管理費用のライフサイクルコストが最小化できる計画を検討し、

適切な橋梁の維持管理に必要な事業費を算出する。事業費の算出では、過年度に実施した橋梁修

繕結果から補修項目・単価の見直しを行うとともに、新技術等の活用や費用の縮減についても検

討し、長寿命化修繕計画の更新を行う。 

 

４．橋梁長寿命化修繕計画策定（更新） 

橋梁長寿命化修繕計画策定（更新）における業務内容は、下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

① 業務計画書の作成 

受託者は、契約後速やかに業務の実施体制を整え、業務計画書を監督員へ提出するものとする。 

② 既存資料の収集整理 

受託者は、既定計画の他、本業務の実施において必要な資料を収集するものとする。 

(２) 既定計画の検証 

① 既定計画に対する実績の評価 

既定計画におけて計画された定期点検や耐震・修繕工事等の予定と実際に行われた定期点検

、耐震・修繕工事等の実績を比較し、計画において想定していた工事の内容、工事費等につ

いて計画と実績の乖離を評価する。 

② 既定計画の課題整理 

既定計画における実績の評価において明らかとなった計画と実績の乖離の原因等も含め、既

定計画どおりに長寿命化事業が行われない原因や課題を整理する。 

（３）計画全体の方針検討 
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① 老朽化対策における基本方針 

既定計画の課題を踏まえ、長寿命化修繕計画の目的や対象施設、計画期間、個別施設の老

朽化の状況（管理施設数、健全性の判定区分の割合、修繕等措置の着手状況等）、対策の

優先順位の考え方、維持管理体制など、今後の計画的な老朽化対策を実施する上で必要と

なる情報や考え方を整理し、計画期間における老朽化対策の基本的な方針を検討する。 

② 新技術等の活用方針 

定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用削減などを図るため、新技術等

が活用可能な橋梁を抽出し、従来技術に対する有効性、効率性、安全性、経済性の比較を

行ったうえで新技術等の活用や費用の縮減に関する考え方や取り組み方針を検討する。 

（４）個別の構造物に関する整理・検討 

① 構造物の諸元、検結果及び次回点検時期の整理 

既存資料より、構造物の名称、架設年度、形式、点検結果、点検時期、構造物単位の健全

性など、必要な諸元情報を整理する。なお、橋梁情報一覧表を貸与する。 

③ 現地踏査（5橋程度） 

橋りょう長寿命化修繕計画改訂業務に先立って現地踏査を行う。なお、現地踏査の対象

橋梁は事前に橋梁点検調書等の資料を確認整理し、発注者と協議のうえ決定する。 

④ 対策内容の検討 

過年度に選定した対策内容を見直し、今後実施する措置（修繕など）の対策内容を構造物

毎に設定する。 

⑤ 対策の着手・完了予定年度の検討 

優先順位の考え方、構造物毎の概算費用、単年度の予算等に基づき、措置に着手する予定

年度及び措置が完了する予定年度を設定する。 

⑥ 対策に係る全体概算事業費の算出 

対策内容の検討結果に基づき、措置の内容に対する構造物毎の概算費用を算出し、計画期

間中に要する全体の概算事業費を算出する。 

（５）公表用資料の作成 

長寿命化修繕計画を住民等へ広く情報公開することを目的とし、公表資料（HP 掲載用）の作

成を行う。 

（６）報告書作成 

各項目についてとりまとめを行い、報告書を作成する。 

（７）協議打合せ 

 議打合せは業務着手時、中間（３回）、成果品納入時の計５回を予定する。 

 

５．貸与品及び身分証明 

本業務を実施するにあたって必要となる資料（点検資料一式、点検一覧表、橋梁情報一覧表

等）については貸与する。また、現地での調査が必要となった場合は、身分証明を交付し調査

を実施すること。 
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６．電子納品作成要領 

納品する電子データは、「山梨県県土整備部電子納品要領」（以下、「要領」という）及び

「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」（以下、「運用マニュアル」という）に従い

作成する。ただし、ファイル形式については監督員との協議によるものとする。 

 

７．成果品 

成果品は、要領及び運用マニュアルに基づいて作成した電子データ及び紙データを、以下の

通り提出する。 

・報告書（Ａ４版） ２部 

・電子媒体（ＣＤ－Ｒ）２部 

 

８．その他 

本業務を実施するにあたって、疑義事項が発生した場合は、その都度協議し解決を図る。ま

た、本業務実施の際に知りえた情報等について、他への流用を固く禁ずる。 

 

９．配置技術者及び認証登録 

【配置技術者】 

 配置予定技術者（主任技術者、照査技術者）は以下に示す①か②、③のいずれかの資格を保

有すること。 

① 総合技術監理部門（鋼構造及びコンクリート）に登録のある技術士 

② 建設部門（鋼構造及びコンクリート）に登録のある技術士 

③ ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）の有資格者 


